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1 匝瑳市民病院を取り巻く環境 

(1) 医療政策 

① 国の医療政策の動向 

ア 医療法改正 

医療法は昭和２３年に制定されてから現在までに６次にわたる主要な改正がなされており、

第２次医療法改正以降、医療機能の分化が共通したテーマとなっている。２０１４年の第６次

医療法改正では、病床機能報告制度と地域医療構想の策定について改正され、一層の機能分

化・連携の推進が求められている。 

イ 近年の医療制度改革 

(ｱ) 医療制度改革大綱 

平成１７年６月に、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針（いわゆる「骨太の方針」）

２００５」が打ち出され、超高齢社会における社会保障制度の持続可能性を確保する観点から、

医療費適正化の実質的な成果を目指す政策目標を１７年度中に決定し、１８年度に医療制度改

革を断行することが決定された。これを受けて、同じ平成１７年１２月には、「医療制度改革

大綱」が取りまとめられた。「医療制度改革大綱」の将来方向は、「医療保険制度の一元化等」

「新しい高齢医療制度の創設」「診療報酬体系（透明性の高い体系へと見直しを進める）」の３

本柱となっている。改革すべきものとして、「保健医療システム」「診療報酬・薬価基準」「医

療保険制度」「高齢者医療制度」を提示し、特に「保健医療システム」においては、今後、治

療重点の医療から疾病予防を重視した保健医療体系へと転換を図っている。 

(ｲ) 医療機能の分化 

平成２３年６月に「社会保障と税の一体改革成案」が取りまとめられた。医療・介護等に関

して、地域の実情に応じたサービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を図るため、診療

報酬・介護報酬の体系的見直しと基盤整備のための一括的な法整備を行うとしている。平成２

３年１１月には、厚生労働省にて「医療機能の分化の推進」について検討され、急性期に偏っ

た姿から、急性期後の病床整備を行った姿への病床再編の考え方を提示している。 
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ウ ２０２５年に向けた病床再編の政策的な流れ 

厚生労働省が進める地域医療構想（ビジョン）では、二次医療圏を原則として、病床の機能

分化及び連携を推進する『地域完結型医療』がうたわれており、２０２５年度以降、各医療機

関は機能区分に応じた病床配分・病棟構成、稼働目標設定等を示すことを義務付けている。今

後、２０１４年度に開始された「病床機能報告制度」とあわせ、２０２５年のあるべき医療提

供体制の実現に向けて、病床機能の分化が加速していくと予想される。 

医療機能の名称 医療機能の内容 

高度急性期機能 
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を

提供する機能 

急性期機能 
○ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、 

医療を提供する機能 

回復期機能 

○ 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療や 

リハビリテーションを提供する機能 

○ 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ＡＤＬ

の向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能 

（回復期リハビリテーション機能） 

慢性期機能 

○ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能  

○ 長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジス

トロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能 

（出典：厚生労働省「病院機能報告」ホームページ） 

 

エ 診療報酬の改定 

平成１４年から平成２０年は診療報酬全体でマイナス改定となったが、平成２２年からはプ

ラス改定となり、医療機関の収益拡大に寄与している。しかし、今後は保険制度を維持するた

めに診療報酬抑制の方向に進むものと考えられ、平成２８年改定は診療報酬全体で１．０３％

のマイナス改定が行われている。 

平成２８年度の診療報酬改定の方向性としては、２０２５年の地域包括ケアシステムの構築

に向けて、「病床機能の明確化」と「後方機関への転院や在宅復帰に向けたシームレスな連携

促進」の２つが大きな改定の軸となっている。 

急性期機能 

地域包括ケア病床 

回復期機能 
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② 県の医療政策の動向 

ア 保健医療計画の概要 

(ｱ) 医療圏の定義 

千葉県の保健医療計画では、医療機関相互の機能分担に基づく連携による包括的な保健医療

サービスを提供するため、二次保健医療圏が定められている。 

匝瑳市は、香取海匝医療圏に属する。 

保健医療圏 構成市町村 

千葉 千葉市 

東葛南部 市川市、船橋市、習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、浦安市 

東葛北部 松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市 

印旛 成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町 

香取海匝 銚子市、旭市、匝瑳市、香取市、神崎町、多古町、東庄町 

山武長生夷隅 茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里市、九十九里町、芝山町、横

芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町 

安房 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 

君津 木更津市、君津市、富津市、袖ヶ浦市 

市原 市原市 

県計 37市16町1村 

 

(ｲ) 基準病床数 

千葉県の保健医療計画において、二次保健医療圏ごとに基準病床数が定められている。 

匝瑳市が属する香取海匝医療圏は、県が定める基準病床数に対し、既存病床数がそれを上回

り、病床数が過剰となっている。 
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病床種別 医療圏 基準病床数 既存病床数 過不足病床数 

療養病床及び 

一般病床 

千葉 7,629 7,495 △134 

東葛南部 11,403 10,876 △527 

 東葛北部 9,999 9,366 △633 

 印旛 5,251 5,679 428 

 香取海匝 2,731 3,209 478 

 山武長生夷隅 3,203 3,603 400 

 安房 1,577 2,022 445 

 君津 2,029 2,472 443 

 市原 2,077 2,135 58 

 千葉県 計 45,899 46,857 958 

精神病床 県全域 12,052 12,680 628 

結核病床 県全域 64 130 66 

感染症病床 県全域 60 58 △2 

（出典：千葉県「千葉県保健医療計画」（平成２８年４月）） 

イ 香取海匝医療圏内の各種指定病院 

香取海匝医療圏内の各種指定病院は次のとおりである。匝瑳市民病院は、２次救急医療機関、

各種がん対応医療機関、糖尿病における専門的な管理を行う医療機関の役割を担っている。 

（出典：千葉県「千葉県保健医療計画」（平成２３年度～平成２９年度）等） 
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ウ 地域医療構想の概要 

香取海匝医療圏は、千葉県が推計する地域医療構想では、今後、回復期病床が不足すると予

想されている。また、在宅医療の需要は平成４７年度をピークに、２８％（１日あたり６０３

人）の増加が見込まれているため、これらを踏まえた新病院の整備が必要となる。 

(ｱ) ４機能別の病床数 

機能区分 

必要病床数 

（平成 37年） 

A 

病床機能報告 

（平成 28年度） 

B 

B-A 

高度急性期 ２８９床 ６４床 △２２５床 

急 性 期 ７４５床 １，７５７床 １，０１２床 

回 復 期 ５８７床 １９５床 △３９２床 

慢 性 期 ５６０床 ９７３床 ４１３床 

休 棟 等 － （１６４床） （１６４床） 

計 ２，１８１床 

 

２，９８９床 

（３，１５３床） 

 

８０８床 

（９７２床） 

（出典：千葉県「千葉県保健医療計画地域医療構想」、平成２８年度病床機能報告） 

 

(ｲ) 在宅医療等需要の推移と変化率 

 

（出典：千葉県「千葉県保健医療計画地域医療構想」） 
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(2) 医療受療動向 

① 香取海匝医療圏（＋横芝光町）の将来推計人口 

国立社会保障・人口問題研究所が平成２２年国勢調査人口を基に推計した日本の地域別将来推

計人口によると、香取海匝医療圏（＋横芝光町）の人口は、一貫して減少することが予想されて

いる。 

年齢３区分の内訳については、年少人口（０～１４歳）、生産年齢人口（１５～６４歳）は一貫

して減少する一方で、老年人口（６５歳以上）は平成３２年まで増加した後、平成３７年からは

減少することが見込まれているが、平成５２年には人口に占める割合が４０％を超えると予測さ

れるなど、高齢化の進展は著しい。 

 

（出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」（平成２５年３月推計） 

 

② 香取海匝医療圏（＋横芝光町）の将来推計患者数 

ア 将来推計患者数の算出方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

前提条件：将来にわたって、受療率（人口１０万人当たりの患者数）は一定（平成２６年時点）とする。 

 

イ 将来推計患者数の算出（香取海匝医療圏＋横芝光町） 

将来推計患者数の総数は一貫して減少するが、入院患者数は高齢化の影響で平成３７年にピ

ークを迎えその後減少に転じる。 

外来患者数については、一貫して減少することが予測される。 
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出典：国立社会保障・人口問題研究所の市
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平成 26年の受療率 

（人口 10万人当たりの患者数） 
 

出典：厚生労働省 
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(ｱ) 総数 

 

(ｲ) 入院患者数 

 

(ｳ) 外来患者数 

 

(人) 

(人) 

(人) 
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ウ 将来推計患者数の算出（匝瑳市） 

香取海匝医療圏＋横芝光町と同様、匝瑳市においても将来推計患者数の総数は一貫して減少

するが、入院患者数は高齢化の影響で平成３７年にピークを迎えその後減少に転じる。 

外来患者数については、一貫して減少することが予測される。 

(ｱ) 総数 

 

(ｲ) 入院患者数 

 

(ｳ) 外来患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(人) 

(人) 

(人) 
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③ 死亡原因 

ア 千葉県 

千葉県で最も多い死亡原因は悪性新生物であり、続いて心疾患、肺炎、脳血管疾患、老衰の

順である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 匝瑳市 

平成２５年以降、匝瑳市で最も多い死亡原因は悪性新生物であり、次が心疾患と、２位まで

は千葉県の傾向と合致している。３位以降は、脳血管疾患、肺炎、老衰の順となっており、千

葉県の傾向とは異なっている。 

 

（出典：出典：千葉県衛生統計年報（人口動態調査）） 

 

 

 

15,475人 16,035人 16,068人 

9,550人 9,660人 9,502人 

5,314人 5,157人 5,389人 

5,083人 4,787人 4,705人 

2,498人 2,832人 3,077人 

0人 
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4,000人 

6,000人 

8,000人 

10,000人 

12,000人 

14,000人 

16,000人 

18,000人 
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悪性新生物 心疾患 肺炎 脳血管疾患 老衰 

145人 

127人 
127人 

103人 

85人 95人 

40人 

39人 42人 

72人 70人 71人 

46人 

31人 
41人 

0人 

20人 

40人 

60人 

80人 

100人 

120人 

140人 

160人 

平成24年 平成25年 平成26年 

悪性新生物 心疾患 肺炎 脳血管疾患 老衰 
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④ 匝瑳市・横芝光町の救急搬送状況 

救急車搬送統計（平成２６年）によると、匝瑳市・横芝光町で発生した救急車搬送件数のうち、

１５．０％が匝瑳市民病院に搬送されている。 

重症度別にみると、重症患者の１０．１％、中等症患者の１３．７％が匝瑳市民病院に搬送さ

れている。 

ア 救急車搬送の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 重症患者の搬送状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 中等症患者の搬送 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：匝瑳市横芝光町消防組合） 

 

旭中央病院    

763件 64.8%     
匝瑳市民病院

161件 13.7% 

東陽病院 

97件 8.2% 

九十九里病院

23件 2.0% 

九十九里ホー

ム病院21件

1.8% 

その他112件 

9.5% 

旭中央病院 

209件 70.1% 匝瑳市民病院

30件 10.1% 

東陽病院 

28件 9.4% 

千葉北総病院 

10件 3.4% 

九十九里ホー

ム病院6件 

2.0% 

その他15件 

5.0% 

旭中央病院 

1340件 50.5% 

匝瑳市民病院 

398件15.0% 

東陽病院 

346件 13.0% 

不明217件 

8.2% 

その他354件 

13.3% 
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(3) 医療供給動向 

① 医療従事者確保の状況 

香取海匝医療圏の人口１０万人当たり職種別医療従事者数は、歯科医師、助産師、薬剤師を除

き、千葉県全体を上回っている。 

■人口 10 万人当たり職種別医療従事者数（出典：千葉県「千葉県保健医療計画（別冊）」（平成２５年５月） 

 医師 歯科医師 看護師 准看護師 保健師 助産師 薬剤師 

千葉 262.7 115.1 722.9 155.8 33.2 26.8 262.2 

東葛南部 144.8 69.7 459.5 125.7 24.6 20.5 203.7 

東葛北部 151.0 93.2 467.4 170.0 20.9 13.3 187.1 

印旛 153.1 59.9 534.5 169.1 28.8 15.3 173.5 

香取海匝 176.9 67.7 575.2 308.2 37.6 16.2 153.6 

山武長生夷隅 101.5 61.6 305.5 290.3 39.8 8.1 153.1 

安房 368.5 87.7 930.9 454.0 73.4 32.1 206.0 

君津 132.0 55.9 466.2 308.6 30.2 11.8 162.2 

市原 170.3 58.6 556.5 181.9 30.9 18.3 167.1 

千葉県計 168.9 79.0 519.5 185.7 29.0 17.9 195.5 

② 医療提供体制 

香取海匝医療圏及び横芝光町の主要病院の状況は下図のとおりである。公立病院は当院以外に、

銚子市立病院、国保旭中央病院、国保小見川総合病院、県立佐原病院、国保多古中央病院、国保

東庄病院、東陽病院がある。中でも、国保旭中央病院は、３次救急医療機関（救命救急センター）

のほか各種指定を受け、地域の基幹病院の役割を担っている。 

（注）平成２８年７月１日時点の機能として、各医療機関が自主的に高度急性期・急性期・回復期を選択した病

院を上図に表した。（出典：千葉県病床機能報告、千葉県保健医療計画） 
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2 匝瑳市民病院の現状 

(1) 基本理念・方針及び病院概要 

■基本理念・方針 

 一、患者さん、ご家族と職員が一体となった質の高いチーム医療を目指します。 

一、常に自己研鑽に努め、適正な医療を提供します。 

一、他の医療機関との密接な連携のもとに、皆さんが安心できる地域医療に努めます。 

■病院概要 

 病床数 一般 110床 

診療科目 内科、外科、消化器科、整形外科、泌尿器科、リハビリテーション科、皮膚科、

眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、麻酔科、循環器科、呼吸器科、脳神経外科 

病院面積 建築面積：6,059.3㎡、延面積：9,365.49㎡ 

１日平均患者数 入院：62.9人、外来：300.4人（平成27年度実績） 

常勤職員数 105人（平成28年4月1日時点） 

施設基準 

【基本診療料】 

◇一般病棟入院基本料 (10対1入院基本料) 

◇看護必要度加算３ 

◇急性期看護補助体制加算 

 (25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上)) 

 (夜間50対1急性期看護補助体制加算) 

◇救急医療管理加算 

◇医療安全対策加算２ 

◇感染防止対策加算２ 

◇退院支援加算１ 

◇病棟薬剤業務実施加算１ 

施設基準 

【食事療養費】 

◇入院時食事療養(Ⅰ) 

◇特別食加算 

施設基準 

【特掲診療料】 

◇糖尿病合併症管理料 

◇がん性疼痛緩和指導管理料 

◇糖尿病透析予防指導管理料 

◇夜間休日救急搬送医学管理料 

◇外来リハビリテーション診療料 

◇地域連携診療計画退院時指導料(Ⅰ) 

◇がん治療連携指導料 

◇薬剤管理指導料 

◇別添1の｢第14の2｣の1の(1)に規定する在宅療養支援病院 

◇在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時医学総合管理料 

◇在宅がん医療総合診療料 

◇検体検査管理加算(Ⅰ) 

◇ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

◇外来化学療法加算2 

◇無菌製剤処理料 

◇脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)／初期加算 

◇廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)／初期加算 

◇運動器リハビリテーション料(Ⅰ)／初期加算 

◇呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)／初期加算 

◇ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 

◇医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 

◇胃瘻造設時嚥下機能評価加算 

◇輸血管理料Ⅱ 

◇輸血適正使用加算 

◇人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 
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(2) 患者の状況 

① 入院・外来患者 

入院・外来ともに匝瑳市内からの患者が２／３以上を占めているが、横芝光町からは１０％以

上、旭市や多古町からも数％の患者を受入れている。 

市町村名 
入院 外来 

月平均（人） 割合(%) 月平均（人） 割合(%) 

匝瑳市 127 77.1% 3,420 75.7% 

旭市 7 4.2% 176 3.9% 

香取市 1 0.7% 37 0.8% 

銚子市 0 0.2% 18 0.4% 

多古町 4 2.7% 224 5.0% 

東庄町 0 0.0% 4 0.1% 

横芝光町 22 13.4% 499 11.1% 

山武郡（横芝光町以外） 1 0.4% 30 0.7% 

山武市 1 0.4% 46 1.0% 

その他 2 1.0% 60 1.3% 

合計 164 100.0% 4,515 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 救急患者 

匝瑳市のほか、横芝光町、多古町など周辺地域からも救急患者を受入れており、２次救急医療

機関としての役割を果たしているが、近年は医師不足が影響し、受け入れ数の減少が続いている。 

受入市町村別 
平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 人数 構成比 

匝瑳市 1,070 67.2% 1,032 65.4% 973 67.8% 760 71.2% 800 72.4% 

横芝光町 280 17.6% 300 19.0% 251 17.5% 187 17.5% 180 16.3% 

多古町 56 3.5% 58 3.7% 51 3.6% 27 2.5% 33 3.0% 

（三市町合計） 1,406 88.3% 1,390 88.1% 1,275 88.8% 974 91.2% 1,013 91.7% 

旭市 48 3.0% 51 3.2% 43 3.0% 36 3.4% 31 2.8% 

他市町村 139 8.7% 136 8.6% 118 8.2% 58 5.4% 61 5.5% 

合計 1,593 100.0% 1,577 100.0% 1,436 100.0% 1,068 100.0% 1,105 100.0% 

（出典：国保匝瑳市民病院資料）  

匝瑳市
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3.9%香取市
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多古町
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東庄

町

0.1%

横芝光町

11.1%

山武郡（横芝

光町以外）

0.7%

山武市

1.0% その他

1.3%

地域別外来患者実人数平均内訳
（平成27年4月～平成28年3月）

匝瑳市

77.1%
旭市
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香取市

0.7%
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0.2%
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2.7%

東庄町

0.0%

横芝光町

13.4%

山武郡（横芝

光町以外）

0.4%

山武市

0.4% その他

1.0%

地域別入院患者実人数月平均内訳

（平成27年4月～平成28年3月）
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(3) 経営状況 

① 経常損失・医業損失・医業外損益の推移 

当院の経営状況は、例年経常損失を出しているが、平成２６年度に医業収益の悪化に伴い経常

損失が拡大したため、平成２７年度は他会計補助金による医業外収益が増加している。 

しかしながら、医業損失が大幅に増加したことで、平成２７年度の経常損失は平成２６年度よ

りもさらに拡大している。 

 

（出典：国保匝瑳市民病院資料） 

 

② 医業収益・医業費用・医業収支比率の推移 

医業費用は減少傾向にあるが、それを上回る医業収益の落ち込みにより医業収支比率は減少を

続けている。 

 

（出典：国保匝瑳市民病院資料） 
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（円） （人/日） 

③ 入院収益・外来収益内訳の推移 

入院収益は減少傾向にあり、特に平成２７年度に大きく減少した。 

外来収益は横ばい状態ながら、やや減少傾向にある。 

 

 

④ 入院患者数・外来患者数・診療単価の推移 

１日平均入院患者数は減少を続けており、平成２３年度からは２７．８人減少している。 

１日平均外来患者数は平成２５年度の３１６．９人をピークにその後減少している。 

入院診療単価は、平成２６年度までは増加傾向にあったが、平成２７年度は過去５年間で最も

低い数字となった。 

外来診療単価については、平成２４年度を境に減少傾向である。 

 

（出典：国保匝瑳市民病院資料） 

  

1,073 
1,017 997 

935 

715 

556 586 577 

532 518 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 

入院収益 外来収益 
（百万円） 



国保匝瑳市民病院建替整備基本構想・基本計画 

 

16 

 

⑤ 医業費用・給与費対医業収益比率の推移 

医業費用は、給与費や材料費の削減により減少傾向にある。 

その一方、医業収益の落ち込みが大きいため、給与費対医業収益の比率は上昇しており、平成

２７年度では８５％となっている。 

 

（出典：国保匝瑳市民病院資料） 

 

(4) 新病院整備の必要性 

① 現病院施設のうち、第１病棟と管理棟などが配置されている建物（昭和４６年築）が阪神淡路

大震災レベルの地震には耐えられない強度と指摘されており、東日本大震災の際には配管等の内

部設備の状況を把握できず、今後病院機能に影響する損傷が表面化する恐れがある。 

② 病院建物の老朽化により、漏洩箇所不明の雨漏り、冷暖房装置の頻回な停止等、一部診療業務

や患者サービスの提供に支障が出ている。 

③ 香取海匝医療圏で不足している回復期病床への対応として、地域包括ケア病床を整備するにあ

たり、現病院では狭隘化により施設基準の取得が困難である。 

④ 現病院の病棟は多床室が多く、感染症患者の管理等ベッドコントロールが困難である。 

⑤ 災害医療協力病院として、災害時に対応するための医ガス配管等の設備や、備蓄食糧が不足し

ている。 

⑥ 現病院は施設上、一般患者と健診者の動線が交錯しておりプライバシーが配慮されていない。 
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3 新病院整備の基本方針 

(1) 新病院に期待される役割 

ア 急性期 

・市民病院として、主に匝瑳市の２次救急医療を継続して担う。 

・市内の医療機関との連携を重視し、紹介患者を中心とした当院の診療機能に応じた手術提供

を行う。 

イ 回復期 

・回復期リハビリテーション対応医療機関として、旭中央病院等の地域医療機関と連携し回復

期患者の受け入れを行う。 

・地域包括ケア病床を導入し、香取海匝医療圏における回復期機能の充実に寄与する。 

ウ 在宅医療 

・圏内唯一の在宅療養支援病院として、今後も需要の増加が見込まれる在宅医療を強化し、圏

内・市内の在宅医療を牽引する。 

 

(2) 新病院の医療機能 

① 政策医療への対応 

市民病院として、国・県から求められる政策医療（５疾病：がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖

尿病、精神疾患、５事業：救急医療、災害医療、周産期医療、小児医療、へき地医療、加えて在

宅医療）のうち、次の主要な機能について取り組む。 

ア がん 

・現状の消化器を主とした手術を継続する。 

・国保旭中央病院が慢性的な病床不足となっており、外科医師を５名有する当院が継続して手

術を実施することで、医療圏における急性期医療の一翼を担う。 

・人的確保が可能な範囲で、化学療法を継続して実施する。 

イ 脳卒中 

・旭中央病院等から回復期患者（在宅復帰を目指す患者等）の受入れを引き続き行う。 

ウ 急性心筋梗塞 

・旭中央病院等の地域医療機関と連携しながら外来中心の医療提供を行う。 

エ 糖尿病 

・継続して糖尿病の教育入院を提供する。 

急性期 

在宅医療 回復期 
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・糖尿病外来を継続できる限り実施する。 

・眼科は、常勤医師確保が困難であることから、治療ではなく、網膜症の確定診断への対応を

継続する。 

オ 救急医療 

・匝瑳市唯一の２次救急医療を担う公立病院としての役割が果たせるよう、当院が提供する医

療機能に応じた救急患者の受入れを行う。 

カ 在宅医療 

・需要の増加が見込まれる在宅医療を強化し、引き続き地域完結型の包括ケア構築の実現に寄

与する。 

 

② 施設整備への対応 

・地域包括ケア病床の整備をはじめ、新病院は最新の施設基準に対応した設計とする。 

・感染管理の観点や、効率的な病床管理を目的とし、個室数の見直しを図る。 

・大規模災害時に旭中央病院、県立佐原病院と連携が図れるよう、外来エントランスや会議室に

トリアージスペースを確保し、医ガス配管を整備する。 

・大規模災害に備え、食品・医薬品の備蓄や非常用発電を確保する。 

・人間ドック・企業健診等への対応として、専用諸室を整備する方向で検討する。 

 

③ 地域包括ケアシステムへの対応 

当院は、平成２４年に在宅療養支援病院の認定を受け、２４時間の往診・訪問看護、緊急時の

入院等を提供する医療機関である。また、併設の介護老人保健施設そうさぬくもりの郷を有し、

医療から福祉への切れ目のないサービス提供を行っている。新病院では、病院機能・訪問看護・

介護老人保健施設の連携をより一層図り、今後も、市民の皆様が安心して生活ができるように、

地域完結型の包括ケアの実現に貢献する。 

 

(3) 千葉県地域医療構想との整合 

① 回復期への対応（地域包括ケア病床の整備） 

新病院で予定される病床数１００床のうち、３０床を地域包括ケア病床として整備することに

より、香取海匝医療圏において不足する回復期への対応を図る。 

 

② 再編・ネットワーク化への対応 

ア 国保旭中央病院との連携 

香取海匝医療圏では、国保旭中央病院が高度急性期医療を提供し、中核的役割を担っている。 

今後も国保旭中央病院への一極集中が見込まれる中で、国保旭中央病院との医療連携と役割

分担のもとに、急性期を脱した患者などについて、匝瑳市を中心とした地域患者の紹介受入れ

を積極的に行うものとする。 

 

イ 国保多古中央病院及び東陽病院との連携 

近隣自治体が運営する国保多古中央病院（香取郡多古町）と東陽病院（山武郡横芝光町）と

は、それぞれ１次医療圏又は２次医療圏は異なるものの病院の施設規模や機能は近い。 
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この地域における医療機能の役割分担の明確化や医療連携のための協議を進めることにより、

当院を含めた３病院の円滑な連携を図り、それぞれの病院の得意分野を活かし、苦手分野を補

完することなどにより、病院の経営改善に資するとともに、地域住民の医療の向上に努めるも

のとする。 

 

③ 経営形態の検討 

当院は、経営の効率化と自主性の確保を図ることを目的に平成２４年４月から地方公営企業法

の全部適用へ移行している。 

地方公営企業法全部適用後においては、ニーズに合わせた医療サービスの提供に対応するため

の人材確保が可能になったことなど一定の成果は見られるものの、医師不足による医業収益の悪

化に伴い、経営状況の改善には至っていない。 

医師の確保が大変難しい現状を踏まえると、今後も医療提供体制を堅持していくことと併せて

病院経営の健全化のためには、経営形態の見直しについても重要な意味を持つものである。 

このようなことから、今後も継続的な課題として、公設公営・公設民営にとらわれることなく、

医師確保と経営基盤の強化向上につながるより良い経営形態の在り方について検討していく。 

 

【経営形態の概要】 

区分 
地方公営企業法 

全部適用 

地方独立行政法人 

（非公務員型） 
指定管理者 民間譲渡 

開設者 地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 民間法人等 

管理責任者 事業管理者 法人の長 受託事業者 民間法人等 

職員の身分 地方公務員 法人職員 民間労働者 民間労働者 

職員の給与 

勤務時間等 

勤務条件 

・条例により独自の

給与等の設定が可能 

・人事院勧告の対象外 

法人独自の給与等を

決定 

指定管理者である事

業受託者との雇用契

約及び労働協約によ

る。 

民間法人等との雇用

契約及び労働協約に

よる。 

職員定数の設

定 

条例で定める 中期計画の範囲内で

法人が定める 

受託事業者の計画の

中で定める 

民間法人等の計画の

中で定める 

一般会計から

の繰入 

公営企業法に基づ

き、負担金、補助金と

して 繰入可能 

自治体の判断によ

り、必要な金額の一部

または全額を交付可

能 

指定管理料として支

払う。 

なし 

 

 


